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論文審査の結果要旨 
 
 
 本論文は裁判所における審議や公的機関による私的取引への介入が、私的取引の効率性

の向上に貢献しうるのかという視点から、私的取引と公的主体との関わりについて分析し

たものである。取引を行っている経済主体の間の行動の一部が公的機関のような外部の第

三者に対して検証可能(verifiable)でない状況では、取引当事者にとって必ずしも最良な取

引が実現できるとは限らない。モラル・ハザードが生じる可能性がある。しかし、かりに

第三者である裁判所や公的機関が取引当事者と同じレベルの情報を持つことができないと

しても、こうした公的主体が取引へ介入することで取引の効率性が改善する余地がある。

現実的に考えても、公的主体は不完全な情報の中で取引に介入せざるをえず、どのような

条件の下で公的主体の介入に意味があるのか検討することは、経済学的にも重要なテーマ

である。本論文ではこのような問題について理論モデルによる分析が行われるとともに、

その背後にある制度や法律問題について考察が行われている。理論的分析の応用として、

本論文では 1950年代の「下請代金支払遅延等防止法」（以下「下請法」）の実態やそこで行

われた下請法による公的介入についての考察が行われている。本論文は、第１章 取引制

度分析の現状と本研究の構成、第２章 契約，取引および取引制度－手続過程における公

的主体の機能と役割、第３章 不完全な検証可能性と証明責任の分配、第４章 下請取引

関係における取引の失敗と下請系列の形成、第５章 下請法の目的、機能および効果への

実態分析－私的取引関係への公的介入の可能性、第６章 私法的救済システムの限界と公

的介入－証明責任の分配と下請法への経済分析的アプローチ、第７章 要約と残された課

題、の７章から構成されている。各章の内容を簡単に要約すると以下のとおりとなる。 

 
導入部にあたる第１章に続いて第２章では、取引と取引制度についての基本的な概念と

機能を整理した上で、手続過程の重要性についての説明が行われている。取引は契約とい

う形式に依拠して実現されるが、契約の実現・円滑化のために、様々な統制機構(governance 

structure)が構築されている。従来の研究では統制機構の実体的な側面に多くの議論が集中

していたが、ここでは手続き的な側面の重要性が強調されている。とくに、契約が実現さ

れるため、契約違反を発見して処罰する紛争解決過程に着目している。不完全な情報しか



持ち得ない公的主体（裁判所や政府機関）が契約違反の事実認定活動を行うことにどのよ

うな社会的な意義があるのか一般的な考察が行われている。 

 第３章では、司法制度について、事実認定という機能に着目してモデル分析が展開され

ている。事後的に提訴がなされる可能性を含む不完備契約取引のモデルで、適切な裁判制

度の設計が取引の効率性を改善する可能性について考察が行われている。この章のモデル

における裁判制度の設計とは、どの当事者に証明責任を求めるのかということを意味する。

契約の不完備のために取引がモラル・ハザードの危険に曝されているとき、事前の取引行

動が事後的な紛争処理過程において裁判官が獲得するシグナルに影響を与える状況を想定

して、どのような形で当事者に証明責任を振り当てればモラル・ハザードを抑止すること

が可能になるのか考察されている。事後的に提訴しないことを事前にコミットすることは

困難であるが、事後的な裁判で支払われる費用と判決のリスクについては事前にコミット

できる。そして、この章のモデルの望ましい均衡は、各当事者が取引をきちっと遂行し、

事後的にも提訴が行われないような状況として提示される。裁判費用と判決リスクを規定

する証明責任を、当事者間に分配することで、それぞれの当事者が望ましい行動をとるイ

ンセンティブを構築することができるのである。 

 第４章では、不完備な取引の事例として、1950年代におけるわが国の組立機械工業の取

引実態についての考察が行われている。この時期は、速やかに合理的な生産システムを確

立することが望まれていたにも関わらず、元請業者と下請業者は非協調的な行動を選択し、

取引関係の生産性向上を阻害していたというのが筆者の主張である。需要動向、技術・設

備状況、資金制約、取引関係の状況などを考慮すると、産業発展のためには当事者達の協

調行動、とりわけ下請業者の経営能力改善が求められていたが、1950年代前半頃は、元請

業者と下請業者が互いに非協調的な行動を選択すること（取引の失敗）が、ナッシュ均衡

的状況にとなっていたというのがこの章の主たる主張である。この主張は、次の章での下

請法の分析につながっていく。 

 第５章は、第４章の考察を受けて、下請法について、その制定当時（1950年代）の状況

に着目しその果たした機能についての考察を行っている。本章では、下請法を通じた介入

政策が下請取引の効率性を改善した可能性があると指摘されている。効率性の改善をもた

らすメカニズムの理論的分析は次の章で提示されるが、取引当事者達の事後的な行動を事

前段階で拘束する上で裁判制度が有効に機能しない状況を前提とするとき、通常の裁判制

度の代わりに手続過程の役割を果たし、裁判制度を強化する政策として下請法による規制

が正当化される可能性について指摘されている。 

第６章では、完全情報下の合理的当事者達の取引関係において、私法的救済システムが



限界に直面するようなモデルを設計し、そのような状況下で公的介入が効率性を改善する

方法のひとつとして下請法が位置づけられることを主張する。ミクロ経済学における一般

的な契約理論の枠組みでは、検証可能性（verifiability）のない変数を内包する契約は不完

備契約（incomplete contract）のひとつとされ、そのような取り決めの履行について、外

的な強制（enforcement）を利用することはできないと仮想される。しかし、検証不可能な

変数について提訴することは可能であり、また、裁判所はこれに対して必ず何らかの判断

を下す。裁判過程の設計について考察したのが第３章であった。この章では、若干異なっ

たモデルでこの点が確認された上で、さらにモデルを拡張して私的当事者のいずれかに証

明責任を分配して自由に証明活動をさせる「当事者主義（弁論主義）」よりも、公的主体が

事件を積極的に司法過程に持ち込み、証明活動を展開する「職権主義」が望ましい状況が

生じることを明らかにしている。すなわち、当事者間で対称情報である私的取引関係に公

的介入を行うことが正当化される可能性があるというのだ。本章のモデルでは、私的主体

達と公的主体のいずれが挙証活動を行うべきかという観点から当事者主義と職権主義の領

域分担について議論し、さらに職権主義のもとで展開される公的介入の方法を考察する。 

第７章では、本論文からどのような方向に研究を発展していくことができるか、今後の

研究の展望について簡単にまとめられている。 

 
 以上整理したように、本論文は情報劣位にある公的主体が介入することで、不完備契約

に基づく取引の効率性を改善することができるということを簡単なモデルで明らかにした

ことが評価できる点であろう。こうした理論分析を通じて、裁判所における裁判過程の設

計や下請法に基づく介入が私的取引に及ぼす影響に光を当てようとしている点も評価でき

る。ゲーム理論的な枠組みを用いて裁判制度について分析するという試みは最近いくつか

見られるが、そうした制度の設計が事前における取引主体の行動に影響を及ぼすメカニズ

ムについて考察を行っている点に本論文の特徴があるだろう。また、理論的な分析にとど

まらず、こうした理論的な考察の具体的な事例として 1950年代の機械産業における下請関

係の考察や、その時代に下請法が果たしたと考えられる役割にまで考察の対象を広げよう

としていること、さらには法学者による契約法などについての文献も積極的に取り上げて

いることなどに、本論文の著者の旺盛な研究意欲を感じる。 

 ただ、そうした意欲的な取り組みは、本論文の弱点ともなっている。（１）裁判過程や公

的介入が私的取引に及ぼす影響について理論的なモデルを構築して考察を進める、（２）具

体的な事例（この論文の場合には 1950年代の下請関係とそこでの下請法の役割）の上で考

察する、（３）法律の分野の文献にもコメントする、という３つの作業をこの論文の中で同



時に行うと試みているために、後者の二つの点については必ずしも十分な成果をあげてい

ない。特に第４章と第５章の実態分析は当時の政府の資料やアンケート調査を整理すると

いう域を出ていない。第３章や第６章で得られた理論的分析結果を実例で検証するという

という著者の意図は、必ずしも十分に達成できているとはいえないだろう。この点につい

ては今後の研究課題として残されている。理論的分析についても、証明責任の配分という

形で著者が提示した現象が、実は当事者の裁判費用の配分の問題と本質的に違いがあるの

かどうか必ずしも明らかではない。裁判費用の配分によって裁判過程の設計を分析すると

いう意味ではこれまでにもいくつかの研究が存在しており、これらの既存の文献とこの論

文で得られた理論結果との関係についてもう少し踏み込んだ説明が必要だろう。 

 とはいえ、モラル・ハザードが起きうる私的取引に関して裁判過程の設計や公的介入が

どのような形でモラル・ハザードの解消に貢献しうるかという、これまで必ずしも十分な

研究が行われてこなかった問題についてきちんとした理論分析を行って、まとまった分析

結果を得たことは、高く評価できる。したがって、審査委員会は、著者が博士（経済学）

の学位を取得するにふさわしい水準にあるという結論に達した。 
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